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(57)【要約】
【課題】携帯機器の温度上昇を抑制して携帯機器の温度
上昇による充電停止を回避でき、高度な充電管理を行う
ことが可能な充電制御システムを提供する。
【解決手段】携帯機器１０は充電のオン／オフを行うス
イッチ１０４と、機器内の温度を検出する温度検出素子
１０５を有し、温度検出素子１０５の温度に応じて充電
電流値を設定し、その設定した充電電流値をスイッチ１
０４のオン／オフによるパターンによって外部充電器２
０に送信する。充電器２０は携帯機器１０との間を流れ
る電流を検出して携帯機器からのオン／オフによるパタ
ーンを認識し、そのパターン認識結果に基づいて設定さ
れた値の充電電流を携帯機器に供給し、前記温度検出素
子の温度が一定値以上の場合は充電を禁止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電電流を供給する充電器と、バッテリを有する携帯機器とを有し、前記充電器に前記
携帯機器を接続して前記充電器から供給された充電電流により前記バッテリを充電する充
電制御システムであって、
　前記携帯機器は、充電のオン／オフを行うスイッチと、機器内の温度を検出する温度検
出素子と、前記温度検出素子の温度に応じて充電電流値を設定する手段と、前記設定され
た充電電流値を前記スイッチのオン／オフによるパターンによって前記充電器に送信する
手段とを有し、
　前記充電器は、前記携帯機器との間を流れる電流を検出して前記携帯機器からのオン／
オフによるパターンを認識する手段と、前記パターン認識結果に基づいて設定された値の
充電電流を前記携帯機器に供給する手段とを有し、
　前記温度検出素子の温度が一定値以上の場合は充電を禁止することを特徴とする充電制
御システム。
【請求項２】
　前記携帯機器は、充電開始時に前記オン／オフによる認証用の所定パターンを前記充電
器に送信し、前記充電器は当該パターンが予め決められた認証用パターンと一致しない場
合には、前記携帯機器に充電電流を供給しないことを特徴とする請求項１に記載の充電制
御システム。
【請求項３】
　前記充電電流を送信する手段は、スタートビット、コマンド、データ、ストップビット
の順に前記オン／オフによるパターンを作成し、前記データに所定ビットにより前記充電
電流を示す値を組み込んで前記充電器に送信することを特徴とする請求項１又は２に記載
の充電制御システム。
【請求項４】
　充電電流を供給する充電器と、バッテリを有する携帯機器とを有し、前記充電器に前記
携帯機器を接続して前記充電器から供給された充電電流により前記バッテリを充電する充
電制御方法であって、
　前記携帯機器は、電流設定手段により温度検出素子で検出された携帯機器内の温度に応
じた電流値を設定し、電流値送信手段によりスイッチによるオン／オフのパターンによっ
て前記設定された電流値を前記充電器に送信し、
　前記充電器は、パターン認識手段により前記携帯機器との間を流れる電流を検出して前
記携帯機器からのオン／オフによるパターンを認識し、電流供給手段により前記パターン
認識結果に基づいて設定された値の充電電流を前記携帯機器に供給し、
　前記温度検出素子の温度が一定値以上の場合は充電を禁止することを特徴とする充電制
御方法。
【請求項５】
　前記携帯機器は、充電開始時に前記オン／オフによる認証用の所定パターンを前記充電
器に送信し、前記充電器は当該パターンが予め決められた認証用パターンと一致しない場
合には、前記携帯機器に充電電流を供給しないことを特徴とする請求項４に記載の充電制
御方法。
【請求項６】
　前記携帯機器の電流値送信手段は、スタートビット、コマンド、データ、ストップビッ
トの順に前記オン／オフによるパターンを作成し、前記データに所定ビットにより前記充
電電流を示す値を組み込んで前記充電器に送信することを特徴とする請求項４又は５に記
載の充電制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、携帯電話機等の携帯機器の充電を制御する充電制御システム及び方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機等では内蔵した充電回路の発熱により携帯端末の温度が上昇すること
がある。一方、このような携帯電話機等では操作しながら充電することが多く、発熱によ
る火傷防止のため充電を停止する必要がある。従って、使用者に火傷の恐れがあるため充
電が必要な状況にも拘わらず、充電を停止してしまい、携帯電話機を使用できない状態に
陥ることがある。
【０００３】
　このような携帯機器の充電装置に関する発明としては、例えば、特許文献１に電磁誘導
を利用して非接触で充電を行う非接触充電システムが記載されている。また、特許文献２
には、携帯電話機等の電子機器に内蔵された二次電池を充電するための充電装置が記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２１８３９１号公報
【特許文献２】特開２００２－０３４１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のものは、被充電機器側から充電のＯＮ／ＯＦＦによる通信を行うことによ
り、充電器側でＯＮ／ＯＦＦによる電圧変化を検出し、その電圧変化に基づいて被充電機
器が正規であるか否かを検出するものである。
【０００６】
　特許文献２のものは、充電器に配備された一次側充電回路と、電子機器に配備された二
次側充電回路とを具備し、二次側充電回路は充電開始時に充電制御用トランジスタをＯＮ
／ＯＦＦ制御して充電負荷を所定パターンで変動させる。一次側充電回路はその負荷変動
を検知し、充電負荷が所定パターンで変動した時には一次コイルの出力を充電に必要な強
磁界に維持し、所定パターンで変動しない時には一次コイルの出力を微弱な磁界に切り換
えるというものである。
【０００７】
　このように引用文献１、２には、規定外の携帯機器を接続したことによる事故や、充電
器への金属物の混入による事故を防止することは記載されているが、携帯機器の温度上昇
を抑制することに関しては記載されていない。
【０００８】
　本発明の目的は、携帯機器の温度上昇を抑制して携帯機器の温度上昇による充電停止を
回避でき、高度な充電管理を行うことが可能な充電制御システム及び方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、充電電流を供給する充電器と、バッテリを有する携帯機器とを有し、充電器
に携帯機器を接続して充電器から供給された充電電流によりバッテリを充電する充電制御
に関するものである。携帯機器は充電のオン／オフを行うスイッチと、機器内の温度を検
出する温度検出素子を有し、温度検出素子の温度に応じて充電電流値を設定し、その設定
した充電電流値をスイッチのオン／オフによるパターンによって充電器に送信する。一方
、充電器は携帯機器との間を流れる電流を検出して携帯機器からのオン／オフによるパタ
ーンを認識し、そのパターン認識結果に基づいて設定された値の充電電流を携帯機器に供
給し、前記温度検出素子の温度が一定値以上の場合は充電を禁止する。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、携帯機器から温度に応じた充電電流値をＯＮ／ＯＦＦによるパターン
で充電器に送信し、充電器はそのパターンを認識してその値の充電電流を携帯機器に供給
することにより、携帯機器の温度に応じて充電電流を制御することが可能となる。そのた
め、充電中の携帯機器の温度上昇を抑制でき、携帯機器の温度上昇による充電停止を回避
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る充電制御シスムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】図１の充電制御システムのＶＣＮＴ_１信号とＶＣＮＴ_２信号の一例を示す信号
波形図である。
【図３】図１の充電制御システムの充電制御動作を説明するフローチャートである。
【図４】図１の充電制御システムのコマンド表の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発
明に係る充電制御機能を搭載した携帯機器及び外部充電器からなる充電制御システムの一
実施形態を示すブロック図である。携帯機器１０は、携帯電話機等に代表される被充電機
器である。本実施形態では、携帯機器１０として携帯電話機を例に挙げて説明するが、図
１では本発明の要部構成のみ示しており、その他のアンテナ、無線通信部等の携帯電話機
としての構成は省略している。
【００１３】
　携帯機器１０にはＣＰＵ１０１が搭載され、機器内の各部と接続されている。ＣＰＵ１
０１は機器内の各部を個別に制御することにより各種機能を実現する。特に、ＣＰＵ１０
１は充電制御回路１０２を制御し、バッテリ１０３の充電制御を行う。バッテリ１０３は
携帯機器１０の各部に電源を供給する電池である。
【００１４】
　スイッチ１０４は携帯機器１０と外部充電器２０との間に接続され、充電制御回路１０
２から出力されるＶＣＮＴ_１信号によってＯＮ／ＯＦＦを行い、外部充電器２０側に情
報を送信する。サーミスタ１０５は機器内の温度を検出する温度検出素子であり、ＴＥＳ
Ｔ信号として充電制御回路１０２に出力する。
【００１５】
　外部充電器２０内には、電流監視回路２０１、充電制御回路２０２が配置されている。
電流監視回路２０１はＶＣＨＧの電流を監視し、充電制御回路２０２にＶＣＮＴ_２信号
として出力する。なお、図中２０３は商用電源に接続するプラグであり、充電制御回路２
０２ではプラグ２０３から入力された交流電源を直流電源に変換し、且つ、携帯機器１０
から送信された電流値に制御を行う。
【００１６】
　充電制御回路２０２は携帯機器１０側から受け取ったＶＣＮＴ_２信号のパターンを認
識し、その内容に応じて充電電流を制御する。また、外部充電器２０側で出力をＯＮ／Ｏ
ＦＦし、携帯機器１０側の充電制御回路１０２でパターンを認識することにより、外部充
電器２０側の情報を取得することができる。
【００１７】
　次に、本実施形態の充電電流を制御する場合の充電制御方法を図２及び図３を用いて説
明する。図２はスイッチ１０４を制御するＶＣＮＴ_１信号、電流監視回路２０１から出
力されるＶＣＮＴ_２信号の一例を示すタイミングチャート、図３は本実施形態の動作を
説明するフローチャートである。
【００１８】
　まず、外部充電器２０に携帯機器１０が接続され、携帯機器１０の充電が開始されると
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、携帯機器１０の充電制御回路１０２は、例えば、図２に示すようなＶＣＮＴ_１信号を
スイッチ１０４に供給する。そのため、スイッチ１０４は図２に示すパターンで交互にＯ
Ｎ／ＯＦＦ動作を行い、認証用パターンを送信する。一方、外部充電器２０の電流監視回
路２０１は外部充電器２０と携帯機器１０を接続するＶＣＨＧラインの電流を検出し、図
２に示すようなＶＣＮＴ_２信号を充電制御回路２０２に出力する。
【００１９】
　このようにＯＮ／ＯＦＦによる携帯機器１０から所定認証用パターンを送信することに
より、外部充電器２０は接続された携帯機器１０が正規の携帯機器であるかどうかの認証
を行い（ステップＳ０）、外部充電器２０に接続された携帯機器１０に問題ないかを確認
する。問題がある場合には、携帯機器１０側でＶＣＮＴ_１信号をローレベルに固定する
ことでスイッチ１０４をＯＦＦ状態にして充電を停止させる。認証用パターンは図２のパ
ターンに限ることなく、携帯機器１０と外部充電器２０との間で決めておく。
【００２０】
　ステップＳ０で問題がないことを確認すると、ＣＰＵ１０１はサーミスタ１０５から携
帯機器１０内の温度情報を充電制御回路１０２を通して取得し、携帯機器１０内の温度に
応じて充電電流の制御を行う。具体的には、ステップＳ１で、例えば、携帯機器１０内の
温度が５０℃以上あるかどうかを判断し、携帯機器１０内の温度が５０℃以上の場合には
（ステップＳ１がＹＥＳ）、ＶＣＮＴ_１信号をローレベルに固定してスイッチ１０４を
ＯＦＦ状態に維持し、携帯機器１０の充電は行わない。
【００２１】
　一方、ステップＳ１で携帯機器１０内の温度が５０℃以下である場合には（ステップＳ
１がＮＯ）、ステップＳ２に進み、携帯機器１０内の温度が４５℃以上であるかどうかを
判断する。携帯機器１０の温度が４５℃以上（この場合４５℃以上５０℃以下）である場
合には（ステップＳ２がＹＥＳ）、図４に示すコマンド表を参照し、図２に示すようにス
タートビット(０Ｈ)、コマンド０ＢＨ、データ０５Ｈ、ストップビット(０Ｈ)の順にＶＣ
ＮＴ_１信号を出力し、スイッチ１０４をＯＮ／ＯＦＦ制御する。
【００２２】
　その際、携帯機器１０内の温度が４５℃以上５０℃以下の場合には、例えば、充電電流
は３５０ｍＡとし、充電制御回路１０２はこの電流値を示すデータ“０１０１”を図２に
示すパターンのデータに組み込んでスイッチ１０４をＯＮ／ＯＦＦ制御し、ＶＣＨＧライ
ンを通して外部充電器２０側に送信する（図４参照）。
【００２３】
　図４に示すコマンド表は温度が高くなるほど充電電流が小さくなるように設定され、図
示しないメモリに格納されている。また、図４に示すコマント表は図２のパターンのデー
タ部分を４ビットで表しており、例えば、充電電流値が３５０ｍＡの時は“０１０１”、
充電電流値が６００ｍＡの時は“１０１０”となる。
【００２４】
　外部充電器２０側では電流監視回路２０１によりＶＣＨＧラインの電流を検出し、図２
に示すようなＶＣＮＴ_２信号を充電制御回路２０２に出力する。充電制御回路２０２は
受け取ったＶＣＮＴ_２信号のパターンを認識し、図４に示すデータの“０１０１”から
充電電流を３５０ｍＡに設定して携帯機器１０に充電電流を供給する。そのため、携帯機
器１０のバッテリ１０３には、スイッチ１０４、充電制御回路１０２を介して充電電流３
５０ｍＡが供給され、バッテリ１０３はこの充電電流３５０ｍＡで充電される。
【００２５】
　また、ステップＳ２で携帯機器１０内の温度が４５℃以下の場合には（ステップＳ２が
ＮＯ）、ステップＳ３に進み、携帯機器１０内の温度が４５℃以下であるかを判断する。
携帯機器１０内の温度が４５℃以下の場合には（ステップＳ３がＹＥＳ）、図４に示すコ
マンド表を参照し、今度はスタートビット(０Ｈ)、コマンド０ＢＨ、データ０ＡＨ、スト
ップビット(０Ｈ)の順にＶＣＮＴ_１信号を出力し、スイッチ１０４をＯＮ／ＯＦＦ制御
する。携帯機器１０内の温度が４５℃以下の場合の充電電流は、例えば、６００ｍＡとし
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”となる。
【００２６】
　外部充電器２０側では同様に電流監視回路２０１によりＶＣＨＧラインの電流を検出し
、ＶＣＮＴ_２信号を充電制御回路２０２に出力する。充電制御回路２０２は受け取った
ＶＣＮＴ_２信号のパターンを認識し、今度は図４に示すデータの“１０１０”から充電
電流を６００ｍＡに設定して携帯機器１０に充電電流を供給する。そのため、バッテリ１
０３は充電電流６００ｍＡで充電される。
【００２７】
　以上の動作を繰り返し行い、ステップＳ４で充電が終了したところで携帯機器１０の充
電を終了する。
【００２８】
　このように本実施形態では、携帯機器１０から温度に応じた充電電流値をＯＮ／ＯＦＦ
によるパターンで充電器２０に送信し、充電器２０はそのパターンを認識してその値の充
電電流を携帯機器１０に供給することにより、携帯機器の温度に応じて充電電流を制御す
ることができる。そのため、充電中の携帯機器の温度上昇を抑制でき、携帯機器の温度上
昇による充電停止を回避することができる。従って、使用者が携帯機器を操作しながら充
電したとしても、火傷の恐れがないばかりか、充電が必要な状況にも拘わらず、携帯機器
を使用できない状態に陥ることがない。
【００２９】
　また、携帯機器と外部充電器との間でＯＮ／ＯＦＦ通信による認証を行い、規定外の携
帯機器が接続された場合には、充電を停止するため、規定外の携帯機器を接続することに
よる事故を未然に防止することができる。更に、携帯機器と外部充電器との間で従来と信
号の配線を変える必要がない。
【００３０】
　なお、図２に示すパターンは携帯機器１０の充電に影響を与えない程度の短い時間のパ
ターンであり、この短いパターンで外部充電器２０側に温度に応じた充電電流を通知する
ものとする。また、図２のパターン及び図４のコマンド表は一例であり、携帯機器と外部
充電器との間で個別に定義しておくものとする。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、特に、携帯電話機等の充電機能を搭載した携帯機器及び外部充電器からなる
システムに好適に使用することができる。
【符号の説明】
【００３２】
１０　携帯機器
２０　外部充電器
１０１　ＣＰＵ
１０２　充電制御回路
１０３　バッテリ
１０４　スイッチ
１０５　サーミスタ
２０１　電流監視回路
２０２　充電制御回路
２０３　プラグ
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